
大分県地域枠医師キャリア形成プログラムの一部改正について

【改正事項】

１ 卒後３年目に入局を１年間保留し、全員地域勤務とする運用見直しに伴う変更

・標準的な勤務パターンやモデルコースの３年目を「地域勤務」に修正

・「策定手続き」や「留意事項」において３年目に地域勤務を行うことを追加

２ 地域枠医師が育児短時間勤務等を取得する場合の勤務義務期間の取扱いについ

て項目を追加

・近年、育児休業からの復帰の際に育児短時間勤務等を行う女性医師の増加に伴

い、勤務義務期間の取扱いに関する問合せが多いことから、従来、自治医科大

学卒業医師の取扱いに準ずるとしていたものを新たに明文化

・具体的な取扱いとしては、実際に育児短時間勤務として勤務した時間数に応じ

て勤務義務期間を按分して算定
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大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表

新 旧

３　対象期間

（標準的な勤務パターン）

３　対象期間

（標準的な勤務パターン）

４　内容

＜留意事項＞
・卒業後３年目の１年間は、希望する講座への入局を１年間保留するものとし、
原則全ての地域枠医師は、その１年間を地域の病院で当該病院のニーズを踏ま
えて勤務するものとします。（※R4.4.1から適用）
・上記の卒業後３年目については、専門研修プログラムの取得を可能とし、４年
目以降についても勤務義務期間中はいつ取得しても構わないものとします。

４　内容

＜留意事項＞
・（追加）

・（追加）

６　策定手続き

①　地域枠医師等は、希望する診療科や別紙１のモデルコースを参考に、勤務
義務期間終了までの大まかな就業先や研修先及びその時期について別紙２を
記載する。この場合、３年目は地域勤務とすること。

②　入局を希望する場合は、別紙２の内容（特に４年目以降の期間）について、
入局を予定する医局の教授や医局長等とあらかじめ相談・確認した上で、地域
医療支援センターに別紙２を提出する。

③～⑤　略

＜留意事項＞
・卒業後３年目は、入局が１年間保留されていますが、専門研修を円滑に行うた
め、入局を予定している医局とあらかじめ連絡を取り合うこと（仮入局）はできるも
のとします。

６　策定手続き

①　地域枠医師等は、希望する診療科や別紙１のモデルコースを参考に、勤務
義務期間終了までの大まかな就業先や研修先及びその時期について別紙２を
記載する。

②　入局する場合は、別紙２の内容について、医局の教授や医局長等とあらかじ
め相談・確認した上で、地域医療支援センターに別紙２を提出する。

③～⑤　略

＜留意事項＞
・（追加）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

地域勤務
(入局保留)

　専門研修（3年間）

地域勤務（3年間）　
臨床研修（2年間）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

臨床研修（2年間） 専門研修（3年間） 地域勤務（4年間）
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大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表

新 旧

１０　勤務義務期間の取扱い

　　地域枠医師が育児短時間勤務等を取得する場合の勤務義務期間の取扱い
については次のとおりとします。

（追加）

休暇等の種類 内容 取得期間
義務期間
の取扱い

産前・産後休暇
出産予定、出産した職員に与えられる
休暇

産前：６週間又は８週間
産後：８週間

義務内（10割）

育児短時間勤務

子を養育するために認められる短時間
勤務
〔勤務形態〕
①１日３時間５５分（週１９時間３５分）
②１日４時間５５分（週２４時間３５分）
③週３日（週２３時間１５分）
④週２日半（週１９時間２５分）

子が小学校就学の始期に
達するまで

育児短時間勤務が通
算５年以内であれば、
実際に勤務した時間数
に応じて義務期間を算
定（Ｑ＆Ａ参照）

育児時間
（部分休業）

子を養育するために認められる時間
（１日２時間以内・30分単位）

子が小学校就学の始期に
達するまで

義務内（10割）

短時間勤務
就業しながら子を養育することを容易に
するための時間（１日６時間勤務）

３歳に満たない子 義務内（10割）

　※育児に伴う短時間勤務制度や休暇制度は、実際に勤務する病院・診療所の規定によります。
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大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表

新 旧

【育児短時間勤務に係る勤務義務期間の取扱い　Ｑ＆Ａ 】

Ｑ１　育児短時間勤務（週20時間）を9ヶ月したときの義務履行期間は何ヶ月に
　　　なりますか。
Ａ１　9ヶ月×週20時間／週40時間＝4.5ヶ月≒5ヶ月（１月未満の端数は切り上
　　　げ）　となります。

Ｑ２　育児短時間勤務の開始日又は終了日が月の途中の場合の計算方法は？
Ａ２　例えば、4月20日から9月6日まで育児短時間勤務をしたときは、月数とし
　　　ては6ヶ月勤務したものとみなします。
      上記の場合に、育児短時間勤務（週25時間）をしたときは、次のとおりです。
        6ヶ月×週25時間／週40時間＝3.75ヶ月≒4ヶ月（１月未満の端数は切り
　　　上げ）

Ｑ３　育児休業から引き続き育児短時間勤務をした場合の計算方法は？
Ａ３　育児休業の満了日が月の途中であるときは、その月は義務期間から控除
　　　されます。
　　　例えば、育児休業を10月11日から4月19日まで取得し、その後4月20日か
　　　ら9月6日まで育児短時間勤務（週25時間）をしたときは、4月は育児休業
　　　が満了した日の属する月であることから 控除するものとし、９月は育児短
　　　時間勤務の終了日が月の途中であることから１月勤務したものとみなしま
　　　す。
      この場合の義務期間は
  　　4ヶ月×週25時間／週40時間＝2.5ヶ月≒3ヶ月（１月未満の端数は切り
　　　上げ）
　　　3月（5月から8月までの換算月数）＋１月（9月）＝4月　となります。

（追加）
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大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表

新 旧

別紙１　　　（例１～６の３年目を地域勤務に変更し、「入局４年目」を追加）

例１、３～６　　（略）

別紙１

例１、３～６　　（略）

例

２

大分大学
又は

協力病院

連携施設
（地域）

【地域勤務】

大分大学
(基幹施設)

連携施設 大分大学等
へき地病院

又は

診療所

へき地病院
又は

診療所

へき地病院
又は

診療所

専門医取得
内科専門研修プログラム

地域勤務（３年間）入局4年目～

１～２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

例

２

大分大学
又は

協力病院

大分大学
(基幹施設)

連携施設 連携施設
へき地病院

又は

診療所

へき地病院
又は

診療所

へき地病院
又は

診療所

へき地病院
又は

診療所

専門医取得内科専門研修プログラム

地域勤務（４年間）

１～２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目
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